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全方向型

ご使用前に、必ずお読みください。
最新の取扱説明書は
Webサイトで公開しています。
発行日の違いにより、本印刷物と内容が
異なる場合がございます。
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　この度は、「イーグルねじ式クランプ」をお買い上げいただき、誠に
有難うございます。
　ご使用の前には、この説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法
で安全にお使いくださいますようお願い申し上げます。
　弊社は、つり具の専門メーカーとして、お買い上げいただいたクラン
プの保守管理のために、巡回サービスによる定期点検および不良部品の
交換など、安全対策に万全を期しております。しかし何分にも多方面に
わたりご使用いただいておりますので、訪問点検は緊急の場合を除き、
弊社の計画予定サイクルで実施させていただいております。
　労働安全衛生規則では現在ご使用中のクランプおよびつり具について、
メーカーを問わず定期自主点検の実施および点検内容の記録が義務付け
られています。つきましては労働安全衛生規則に則った、定期自主点検
を実施していただきまして、つり具による事故の防止にご配慮ください
ますようお願い致します。
　なお、イーグルクランプの保守点検につきましては、後記の点検基準
表をご参照のうえ、異常が認められたものは使用禁止とし、部品交換、
または修理の処置をお願い致します。
　修理不能品は誤使用による事故を防止するため、廃棄処分としてくだ
さい。
　交換部品、修理品、点検サービスのご用命、製品等についてのお問合
せは、イーグルクランプ取扱店、及び最寄りの弊社営業所にて承ってお
りますので、お気軽にご相談ください。
　この取扱説明書は、保守点検の際に必要となりますので、お読みいた
だいた後は、ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に、保証書・
点検報告書とともに大切に保管してください。

保守管理のための大切なデータとなりますので、
保証書に添付されております保証書発行確認書
に必要事項をご記入のうえ、弊社まで必ずご返
送いただきますようお願い申し上げます。



クランプを購入され使用される事業主はもとより、作業される
方に「クレーン等安全規則」｢つりクランプの使用基準」｢貴社
の作業基準」などを教育し、作業される方が、クランプの知
識・安全の情報・そして注意事項の全てについて習熟されたこ
とを確認のうえ、作業に従事させてください。



取扱説明書、および注意シールの内容を熟知しない人
は使用しないでください。

クランプに貼り付けられた注意シールを取り外した
り、不鮮明なまま使用しないでください。

クレーン機能を備えていない車両系建設機械でクラン
プを使用しないでください。

（つり下げ用治具として使用する場合は勾配のある部材。）

クランプの温度が150℃以上の高温､および気温
がー20℃以下の低温。





クランプには下記の注意シールが貼り付けられています。
ご使用時、ご確認ください。

5-1 使用上の注意事項 31～51
5-2 使用上の注意事項（つり下げ用治具） 52～57

玉掛け作業の手順
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図2のような力線方向でのつり方、または引張り方の場合に
は、1項での場合のクランプ力の他に、レバーアクションに
よるクランプ力（抉力：コジリョク）が発生し、この力はつ
り荷重または引張り力の約2～3倍となります。（全機種）

ただし、これらの発生押さえ力(P)の内、いずれかの一番大きい力
がつり荷に作用します。







クランプに貼り付けられた注意
シールをはがしたり、不鮮明な
まま使用しないでください。

注意シールのない場合は、
必ず弊社まで注意シー
ルをご請求のうえ、貼
り付けを行ってくださ
い。

玉掛け作業に使用するスリング及び
金具の安全係数が次の基準を満たし
ていること。
•ワイヤロープ　　 6以上
•チェーンスリング   5以上
•金具                    5以上

節章



取扱説明書および注意シールの内容を熟知しない人は使用しないで
ください。
玉掛け作業以外には、使用しないでください。

（1～25）

（25～50）

（1～25）

（1～30）

（1～25）

SBBー1　（40～70）

SBBー3　（35～70）

玉掛け作業の手順



作 業 手 順 確 認 事 項 図 解

4-7-3

本体・および球面ア
ゴの傾きを確認する

締め付け状態の
確 認

クランプの側面から見て、本体、
球面アゴが傾いている時は締
付ねじをゆるめ、本体・球面
アゴの傾きを直し、再度締め
付ける

（4）

▼⑥

⑦

⑥

●締付確認ラインが見えていた
り、プレッシャーナット用ス
ナップリングが本体から浮き
上がっていない場合は、締付
ねじのゆるみ止め装置の効果
が現れません。

締め付け後、クランプ本体を動かし、その本体の動
きがなくなることを確認してください。
本体が確実に固定されていない場合は、増し締めを
行ってください。

〈締付確認ラインのあるクランプ〉SBN・SBB・SBb・SBC型

〈締付確認ラインが入っていないクランプ〉

〈締め付け後の再確認〉

禁 止指 示

危 険

締め付け状態の確認方法

赤い締付
確認ライン

プレッシャー
ナット用
スナップリング

締め付け後、プレッシャー
ナットの下側のスナップ
リングが本体から浮き
上がっているか確認
すること。

球

け
付
め
締
・
態
状
の
ゴ
ア
面

認
確
の
態
状

プレッシャーナットの
開口部側に入っている、
赤い締付確認ラインが
見えないことを確認し、
更に締め付けを行うこと。

クランプの取り付けは、2個
以上のクランプでバランスを
保つ位置に取り付け、つり荷の
安定を図るようにしてください。

M-1127



つり荷やクランプに衝撃
荷軍が働くようなクレー
ン操作はしないでください。





締付ねじを強く締め付けて、
｢赤い締付確認ライン｣が見え
ないこと、およびスナップリ
ングの浮き上がりを確認する。

赤い締付確認ライン



増し締めを行う場合に
はP33（4）締め付け
ねじを締める・締付確
認ラインの確認を参照
してください

塗装された鋼材等をつり上げ
る場合は、球面アゴおよび締
付ねじの目詰まりを必ず除去
したクランプで作業を行って
ください。
片面の塗装厚さが0.2mm以
上となる鋼材等にはクランプ
を使用しないでください。

塗装直後、塗装面が乾
燥していない鋼材等を
つり上げる場合は、歯
の摩耗していないクラ
ンプをご使用ください。

指 示





SBB型のセンター穴を使用して勾配のついた部材（形鋼等）を
つり上げる事は出来ません。

センター穴

※フロント・センター穴共に使用禁止

フロント穴

SBT型を検討ください。





クランプの温度が150℃
以上になるような高温物の
玉掛け作業に使用しないで
ください。

気温がー20℃以下になる
寒冷地等での玉掛け作業に
使用しないでください。

つり荷の表面が凍結
すると、滑りを生じ
やすく、つり荷を落
下させる原因となり
ます。



打ち込まれた鋼矢板等
を引き抜く場合には、
オーバーロードとなり、
クランプが変形したり
破損したりすることが
あり、危険です。

つり荷が風にあおられ
荷ぶれや衝突を引き起
こし、バランスを崩し、
つり荷を落下させる原
因となります｡

バケットの爪にチェー
ンスリング等を直接引
っ掛けて玉掛け作業を
することは出来ません。

（28）

（29）

止
禁
用
使
の
時
風
強

5-15

項 目 確認および使用方法 理 由 注 意 事 項・処 置

作業に適合したクラン
プを使用してください。

鋼矢板を抜き切り後の
運搬作業にはSBN・
SBB・SBb型が最適
です。

地上における風が、あ
まり強くない場合でも、
高所では予想外の強い
風があるので作業は十
分注意してください。

『クレーン等安全規則
第31条の2』参照

『労働安全規則
第164条』および、
『平4.10.1労働基準局
通達 基発第542号』禁 止

危 険

危 険

危 険

指 示

PE型

　●鋼矢板等の引き抜き作業に　
　　は、専用クランプを使用す　
　　るか、作業に適合したクラ　
　　ンプを使用してください。 　●風の強い場合はクランプを　

　　使用しないでください。

禁 止

（27）

5-14

項 目 確認および使用方法 理 由 注 意 事 項・処 置

ク
レ
ー
ン
機
能
を
備
え
た
車
両
系
建
設
機
械
で
の
つ
り
上
げ

クレーン機能を備えた車両系
建設機械で使用する場合、直
接爪に引っ掛けて使用しない
でください。

●

鋼
矢
板
等
の
引
き
抜
き
禁
止

M-1144 M-1145



球面アゴを外側にし
て取り付けると、衝
撃や振動又は、荷重
の傾き等により、
つり上げに必用な歯
のくい込みが得られ
ません。

（30）



天秤や滑車を使用して
の4点を超える多点つ
りの場合は、均等荷重
になるよう配慮をし、
WLL=L/(N-2) 
とお考えください。

天秤を使用し多点つりをす
る場合、スリングに注意し
偏荷重にならないようにし
てください。



保証書に添付されてい
る「保証書発行確認
書」に必要事項をご記
入のうえ、必ず弊社ま
でご返送ください。



クランプのセンター穴
を抜け方向に使用した
場合、本体の回転によ
るレバーアクションの
クランプ力（抉力：コ
ジリョク）が小さくな
り危険です。

❶
「つり下げ用治具」として使用
（つり下げ作業時の固定支点）

つり下げ側

ねじ式クランプをつり下げ作業
時の固定支点として使用する場
合、「つり下げ用治具」とする。

つり上げ側

❷
「玉掛け用クランプ」として使用
（つり上げ作業･運搬作業）

つり上げ作業･運搬作業に使用
する場合は「玉掛け用クランプ」
とする。

ねじ式クランプをつり下げ用治具として使用する場合は、全方向型ではありま
せん。次の注意事項を厳守してください。
つり下げ作業時の固定支点として使用する場合(＝つり下げ用治具)❶ は、つり
上げ作業･運搬作業として使用する場合(＝玉掛け用クランプ)❷と異なります。
❶の場合、つかむ部材が固定されているため、つり上げ側に荷振れが発生した
場合はクランプが支点となりその影響を受けます。
そのため使用中に負荷方向や負荷荷重が変動を繰り返し、交番荷重(※)が発生
することで、クランプが外れる危険性があります。
※P.54 交番荷重の禁止(２)参照



交
番
荷
重
の
禁
止

荷重が繰り返し掛かるような使用は禁止

交番荷重が掛からない
こと

クランプのセンター穴
を抜け方向に使用した
場合、本体の回転によ
るレバーアクションの
クランプ力（抉力：コ
ジリョク）が小さくな
り危険です。



塗装された鋼材等
で使用する場合は球
面アゴおよび締付ね
じの目詰まりを除去
したクランプで作業
を行ってください。
片面の塗装厚さが
0.2mm以上となる
鋼材等にはクランプ
を使用しないでくだ
さい。



除去不能の場合、球面
アゴ・締付ねじを交換
してください。

作業開始前の点検（日常点検）

部品交換基準は、別表の「判定基準」に従ってください。



保守点検時の注意事項

　XX

XX
弊社が実施するクランプの定期点検においてメーカーが定めた基準
に合格した製品には、点検済の確認の為「点検済シール」を貼り付
けています。この「点検済シール」は、点検実施月を示すものであ
り、次の点検までの安全性等を保証するものではありません。
したがいまして、クランプ管理者は作業開始前点検（日常点検）整
備や定期点検整備を確実に実施されるとともに、使用状況に応じて
適切に保守管理を行ってください。

さびのないこと

さびのないこと



1（40～70）
（1～40）

（5～35）
（35～70）

113.3

123.6

側面開口寸法の差が
3mm以上は不可

注意シールの確認



a
f
:基準寸法
:測定寸法



1（ 1～40）

（ 5～35）
（35～70）

1（40～70）

へたりのないこと へたりの認め
られるものは
不可





E、EK、SL、RS、
WOL、ET、LV

NNE、NE、NNEⅡ、
NNEⅡL

G、GT、GC、GD、GL
AMS、VAR、AMN、LH

BMB、GNE



注）球面アゴを鋼管の内側に取り付けてください。
最小径とハンドルの引掛りに注意してください。
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１.クレーン機能を備えた車両系建設機械での荷のつり上げについて
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MEMOMEMO



MEMOMEMO
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イーグルクランプでは製品を安全にこ使用いただくため、用途
別の「取扱説明書」および「安全上のこ注意」を作成致しており
ますので、下記こ案内を参照のうえ、用途に合った「取扱説明書」
、「安全上のこ注意」をこ請求ください。

イーグルクランプ株式会社

ください。

ください。

ください。

これ以降に購入いただきました新機種又は、他機種につきましては弊社までお問い合わせくだ
さい。

この取扱説明書はクランプを正しくお使いいただき、作業の安全、能率の向上を願い、長期に
わたりこ愛用いただけるよう念願して作成致しました。
つり具の安全性は正しい作業手順と、玉掛け作業に適合した機種の選定、正しく整備されたつ
り具によって確保されます。
このマニュアルに記載された内容は、標準的な玉掛け作業を基準に作成致しましたが、作業内
容によっては最適な条件とは異なる場合も考えられますので、内容についてこ不審な点や、誤
りがありました場合は、弊社営業所又は本社担当部署までお問い合わせいただきますようお願
い申し上げます。




